
質 疑 ・ 回 答 書 
令和５年（2023年）５月 24日

発注番号 05BAY-1 件 名 枚方市役所本庁舎ＬＥＤ照明機器賃貸借

№ 質 疑 事 項 回 答

1 

９ 照明機器の仕様（１） 

・公共施設用照明器具（一般財団法人日本

照明工業会規格JIL5004）に登録対応機種と

ありますが、LED直管ランプ（FHF16,32,32

高出力、FLR40）、LED電球は日本照明工業

会のHP

（https://www.jlma.or.jp/hyotei/koukyou

/itiran.htm）を確認してもどのメーカーに

も記載されておりませんがどのように選定

を進めればよろしいでしょうか。

日本照明工業会のホームページで現時点に

おいて登録のある国内メーカーが取り扱う

製品であれば可とします（No.23 参照）。ま

た、選定にあたっては、仕様書別紙「LED 照

明参考品番」を参考にしてください。 

2 

９．照明機器の仕様（９） 

・過去、アスベスト調査を実施された実績

が御座いましたら、調査結果（特に、天

井・壁）を開示頂くことは可能でしょう

か。

・石綿含有検査員事前調査及び検体採取・

分析調査費用は別途でよろしいでしょうか

（検体数・調査対象が不明な為）

アスベストの検体調査結果について、過去

に実施しているものは契約締結後に開示可

能です。

アスベスト事前調査にかかる費用について

は、入札金額に含んでください。検体採

取・分析調査費用が必要となった場合は別

途協議によります。なお、調査範囲等に

よっては、みなし作業での実施も可能で

す。

3 

１０．照明機器の更新工事 

・器具交換に伴う、既存器具跡の補修につ

いては、別途見積でよろしいでしょうか。

既存器具跡の補修については、別途協議を

行います。 

4 

１０．照明機器の更新工事（７） 

・工事期間中のトイレ・水道・電気は施設

内の利用は可能でしょうか。

工事実施に伴う利用は可能です。 

5 

１０．照明機器の更新工事（８） 

・令和5年9月31日までの引渡との事です

が、6月1日～9月31日の土日祝日で施工不可

日が御座いますでしょうか。

毎月第４日曜日は一部の窓口が開庁してい

ることなど、本庁舎内の一部が施工不可と

なる日時があります。 

工事日時については、協議のうえ決定しま

す。 

6 

１０．照明機器の更新工事（２１） 

劣化しているソケット・電線の交換とあり

ますが、製品（特にソケット）によっては

お見込みのとおりです。 



製造終了しており流通していない部材もあ

るかと思われます。その際、器具選定・施

工対応については、別途協議で宜しいで

しょうか。  

7 

１１．提出書類 

 

・完成図書の施工写真ですが、どこまでの写真

情報が必要でしょうか（工事前後、全景写真で

よろしいでしょうか）。また、完了検査の基準

方法はどのような条件になりますでしょうか。  

完成図書の施工写真については、お見込み

のとおりです。 

また、完了検査については、受注者から提

出された書類により、仕様書の要件を満た

す照明機器が納品されているかなどの確認

を想定しています。 

8 

１０．照明機器の更新工事（８） 

 

・協議が整えば平日や夜間工事の実施（15 時半

から 9 時）は可能でしょうか。またその際は別

途警備員を立てた方が宜しいでしょうか。  

原則、開庁時間中（平日９時～17 時 30 分）

は、工事不可です。開庁時間外の工事にお

いては警備員の配置は不要です。 

ただし、開庁時間中に工事をしなければな

らない場合は、警備員の配置を含め協議を

行います。 

9 

１４．期間終了後の扱い 

 

・満了後無償譲渡であるため、固定資産税は

リースに含まないとの解釈で宜しいでしょう

か。  

お見込みのとおりです。 

10 

その他事項 

 

落札後にコロナウィルスや半導体不足など受注

者の不可抗力による事由の影響により、機器納

品遅れ、作業者の待機等、また政府による緊急

事態宣言等があった場合、工事期間の延長等の

協議には応じて頂けますでしょうか。  

遅延が受注者の責めによらない場合は、協

議します。ただし、落札後に判明した場合

に限ります。 

この場合、指名停止、遅延損害金等の責め

は負わないものとします。 

11 

その他事項 

 

急激なインフレによる物価の高騰が発生してし

まった場合、契約金額の協議には応じて頂けま

すでしょうか。  

協議を行います。ただし、落札後に判明し

た場合に限ります。 

12 

その他事項 

 

契約書案がありましたら事前確認させて下さ

い。  

契約書頭書については、別紙「契約書

（案）」を参照ください。（この「質疑・

回答書」の末尾にあります。） 

なお、契約条項については、枚方市ホーム

ページ（「入札・契約情報→入札契約制度

→約款」内の「物品：２．賃貸借」）を参

照ください。 

13 

その他事項 

 

本案件は債務負担か長期継続契約、どちらにな

りますでしょうか。  

本件は債務負担行為による契約です。 

14 

その他事項 

 

上記に関連し、もし長期継続契約である場合、

契約年度途中で予算の変更などが発生し減額や

解約が発生してしまった場合、受注者は損害を

負ってしまうことになります。負った損害につ

いては補填請求をさせて頂くことは可能でしょ

No.13 のとおりです。 



うか。  

15 

契約保証金について 

 

同種の実績は過去２年以内に契約を締結してい

れば  

履行中の案件でも宜しいでしょうか。  

①当該契約を締結する日の属する年度及び

過去２年度の間に、履行が終了したもの

（2021 年４月以降に履行が終了したもの）

で、②種類については賃貸借契約、規模に

ついては本件契約金額とほぼ同じくするも

の（概ね８割以上）となります。 

16 

仕様書 14.期間終了後の取り扱い 
 

｢期間終了後の設備一式は、無償で市へ引き

渡すものとする。｣とありますが、固定資産

税の納付は不要という認識で宜しいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

17 

仕様書 12.ＬＥＤ照明機器の維持管理(3) 
 

｢適切な動産総合保険等に加入すること。｣

とありますが、保険金額が賃貸借期間の経

過に応じて低減していく通常の動産総合保

険で宜しいでしょうか。また、保険料を超

える修理費用は貴市の負担になるとの認識

で宜しいでしょうか。 

動産総合保険については、お見込みのとお

りです。 

また、保険料を超える修理費用について

は、仕様書 12.（３）のとおり不可抗力によ

るもの以外の場合は、受注者の負担で補修

等を行ってください。 

18 

仕様書 10.照明機器の更新工事(15) 
 

｢更新工事期間中、火災保険または、それに

代わる請負賠償責任保険等に加入し証書の

写しを提出するもの｣とありますが、受注者

が工事等を第三者に委託する場合、保険加

入は工事を担う第三者で宜しいでしょう

か。 

損害内容によっては、工事を委託した第三

者だけでなく受注者にも責任が及ぶ可能性

があるため、受注者で加入してください。 

19 

仕様書 13.賃貸借契約について(4)損害賠償保

険 
仕様書 表 予想されるリスクと責任分担 
 

維持管理における第三者への損害賠償が受

注者負担となっておりますが、具体的にど

のような被害を想定し、その保証範囲をご

教授頂けますでしょうか。 

具体的な被害について、更新を行った照明

器具や設置したランプが受注者の責による

落下により第三者が危害を被った場合など

が想定されます。その保証範囲について

は、危害を被った第三者に発注者が賠償

し、受注者に求償した場合に対応できるも

のとしてください。 

20 

仕様書 10.照明機器の更新工事(9) 
 

大気汚染防止法の R4.4.1 付改正に伴い、天

井穴あけ等の加工が生じる場合、建物の改

修にあたることから、アスベスト事前調査

と報告が施工者の義務であり、必要になる

かと考えます。アスベスト調査は既に実施

済でしょうか。 
また、アスベスト調査が不要と判断できる

設計図書等はありますでしょうか。また、

アスベスト調査が伴う場合は、発注者様の

アスベスト事前調査は施工者の責任におい

て適切に行ってください。 

また、アスベスト事前調査が不要と判断す

ることができる設計図書等はありません。 

アスベスト調査の実施に伴う工期延期につ

いては、協議によります。なお、アスベス

ト事前調査にかかる費用については、入札

金額に含んでください。 



協力が必要であり、工期延期とともに別途

調査費用を考慮して頂けますでしょうか。

21

仕様書 8.現地調査・設計

現地調査の結果、 「照明機器一覧表」の数

量、仕様や、「照明機器位置図」等が異な

る場合は、現地調査を優先すること。 とあ

りますが落札後の調査により天井改修が伴

うと判断した場合、アスベスト調査を実施

することになると考えられます。

その場合、調査費用、調査に伴う工期延長

を認めて頂けますでしょうか。

No.２及び No.20のとおりです。 

22

仕様書 10.照明機器の更新工事（22）

更新工事に必要な資格については、第 1 種

電気工事士又は認定工事従事者の資格を有

する者とし、建設業法第 3 条第 1 項の規定

に基づく電気工事業の許可を受けた事業者

とする。

とありますが、現場に入る従事者全員が第 1

種電気工事士又は認定電気工事従事者の資

格者である必要はあるでしょうか。建設業

法第 3 条第 1 項の規定に基づく電気工事業

の許可を受けた事業者で上記資格者を兼任

で配置出来れば問題ないでしょうか？

現場従事者全員が第１種電気工事士又は認

定電気工事従事者の資格者である必要はあ

りません。また、上記資格保持者を兼任で

配置することは可能です。なお、関係法令

を遵守し作業してください。 

23

仕様書 9.商品機器の仕様（1）

「導入する照明機器は全て公共施設用照明

器具（一般社団法人日本照明工業会規格

JIL5004 に登録対応機能をもつ国内メーカー

の製品を選定し品質保証された新品である

事。とありますが、JIL5004 に登録対応機種

をもつ国内メーカーの製品は日本照明工業

会の HP で最新の 2023 年 4 月 25 日時点で登

録のあるメーカーの中から選定。またその

メーカーが取り扱う製品という認識で宜し

いでしょうか。

お見込みのとおりです。 

24

仕様書 9.商品機器の仕様（5）

「ア G13 口金ランプを持つランプとし、既

存器具を活用する事」とありますが、この

場合は受注者の責任ではないと判断しま

す。既存器具設備の故障等の要因の場合

は、貴市の責任と判断しても宜しいでしょ

うか。

仕様書 10.（21）のとおり、更新工事の際、

劣化しているソケット等については交換し

てください。 

25

仕様書 10.照明機器の更新工事(7)

施工に当たり、器具や工具等についての一

時的な置場は無償で借用させて頂けると考

えて宜しいでしょうか。

仕様書 10.（７）の監督員及び施設管理者が

事前に承諾した一時的な置場については、

無償で貸与します。 



26

仕様書 8.現地調査・設計(1)

現場調査の結果、「証明機器一覧表」の数

量、仕様や「照明機器位置図」等が異なる

場合は現地優先する事」とありますが、上

記に限り器機一覧に記載のない照明器具に

変更可能でしょうか。

現地調査の結果、照明機器一覧表及び照明

機器位置図と異なる場合は、現地調査の結

果を優先し、変更可能です。なお、変更し

た箇所については、発注者へ報告してくだ

さい。 

27 

リース会社による入札参加を検討しており

ます。賃貸に付随する業務で当社が自ら実

施することが事実上できない業務（物件の

搬入・設置、既存照明機器等の取り外し、

保守等）について、当該業務を貴市から当

社が受注した上で、物件の売主等の業者に

再委託してもよろしいでしょうか。

本件の主たる目的である賃貸借について

は、受注者で行っていただく必要がありま

す。ただし、それ以外の業務については、

契約締結後に、受注者より発注者に対し

て、所定の様式（この「質疑・回答書」の

末尾にあります。）により申請し、承認を

得れば、第三者に履行させることができま

す。なお、関係法令を遵守した上で業務を

行ってください。 

28 

前の質問（No.27）のように当社が事実上で

きないのではなく、物件の設置工事など当

社が貴市より請け負うことが法令上認めら

れない業務（銀行法や建設業法等により規

制される業務）がある場合、当社は、当該

業務を貴市から受託するのではなく、貴市

の指定または仕様書通りに物件を提供する

為に、当社の責任において物件の売主等に

当該業務を発注することで差支えないで

しょうか。（当社の発注は法的には再委託

にはなりませんが、再委託の場合（前の質

問）と同様に売主等の業者に業務を行わせ

て良いでしょうか。）。 

No.27 のとおりです。 

29 

仕様書 17 に基づき、設置作業、保守管理業

務等につきまして、受注者より物件の売主

等に再委託を予定しております。再委託に

関します貴市への承認取得等の手続きは、

落札後の対応にて宜しいでしょうか。 

お見込みのとおり、契約締結後、受注者よ

り発注者に対して、所定の様式（この「質

疑・回答書」の末尾にあります。）により

申請し、承認を得れば、第三者に履行させ

ることができます。 

30 
本件の賃貸借契約は、「長期継続契約」と

「債務負担行為」のどちらでしょうか。 
No.13 のとおりです。 

31 

予算削減等の影響により、過去、実際にご

契約を解約又は変更等を実施されたケース

はございますでしょうか？また、予算の削

減・減額により契約が変更または解除と

なった場合において、当該時点にて残期間

の残賃借料が存在する場合、残賃借料のご

負担について、貴市負担にてご精算をお願

い出来ますでしょうか？ 

過去、そのようなケースはございません。 

本件は、債務負担行為による契約となるこ

とから、予算については確保済みです。 

なお、発注者都合による解約については、

契約条項第 14条以降を参照ください。 

なお、契約条項については、枚方市ホーム

ページ（「入札・契約情報→入札契約制度

→約款」内の「物品：２．賃貸借」）を参

照ください。

32 

仕様書 12（3）に基づき、賃貸借期間を付保

期間とした動産総合保険への加入を予定し

ておりますが、一般的な動産総合保険への

加入で宜しいでしょうか(地震・津波・火山

お見込みのとおりです。 



の噴火・虫害・その他不可抗力等を起因と

する事由の場合は保険対象外となります)。 

33 

仕様書 12（3）に基づき、賃貸借期間を付保

期間とした動産総合保険への加入を予定し

ておりますが、賃貸借期間に応じて保険金

額が逓減する時価保険を付保する形で宜し

いでしょうか（新価保険付保は不要でしょ

うか）。 

お見込みのとおりです。 

なお、加入する保険について、発注者から

特に指定はありません。 

34 

仕様書 12（3）に関し、万一の場合の想定と

なりますが、物件が、天災地変（地震・津

波・噴火等）、騒乱・テロ行為等不可抗力

により、滅失または毀損した場合の補修・

交換費用の負担についても、貴市にて負担

頂けるとの認識で宜しいでしょうか（地

震・噴火・津波等の天災地変は動産総合保

険対象外です）。 

仕様書 16.（１）のとおりです。 

35 

仕様書 12（3）、16（1）に関し、万一の場

合の想定となりますが、物件が、天災地変

（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為

等不可抗力により、滅失または毀損し修理

不能（契約終了）となった場合、残期間の

残賃借料の扱いも含めまして、別途協議を

お願いできますでしょうか。 

別途協議を行います。 

36 

賃貸借期間中につきまして、万一、天災地

変（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行

為等、双方の責めに帰すことの出来ない不

可抗力により生じた第三者への損害につい

ては、別途協議をお願い出来ますでしょう

か。 

別途協議を行います。 

37 

仕様書 14 に関し、本件満了後は無償譲渡と

なりますので、固定資産税については入札

額に含めないとの認識でお間違いないで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

38 

本案件にてご利用予定の賃貸借契約書の雛

形を、FAX 又はメール等にて、頂戴する事も

可能でしょうか。 

No.12 のとおりです。 

39 
落札後に契約書条項の内容に関して協議す

ることは可能でしょうか。 

制限付き一般競争入札実施要領に記載のと

おり、本市所定の契約条項を使用するもの

とします。 

40 

ご指定の契約締結予定日が見受けられませ

んが、契約締結予定日について落札後別途

協議をお願いできますでしょうか。 

落札決定後の契約締結を予定しています。 

協議は可能です。 

41 

制限付き一般競争入札実施要領 5（5）イに

関し、契約保証金について、過去実績に基

づく免除申請を行う場合、免除申請書及び

契約書（写し）はいつまでにどのように申

落札決定後、契約締結までに提出をお願し

ます。 

当該契約を締結する日の属する年度及び過

去２年度の間に本市、国又は他の地方公共



請すればよろしいでしょうか。 団体と契約（国又は他の地方公共団体との

契約にあっては、種類（賃貸借契約）及び

規模をほぼ本件契約金額と同じくするもの

に限る。）を２回以上にわたって締結し、

すべて誠実に履行（履行が終了したもの）

した契約書（契約書は写し可）及び免除申

請書をご提出した時は、免除となります。 

※ただし、本市との契約については、免除

申請書及び契約書の提出は不要です。 

42 

制限付き一般競争入札実施要領 5（5）イに

関し、免除申請書の雛型は貴市ホームペー

ジ（入札・契約情報→様式ダウンロード

内）の契約保証金免除申請書（物品）でお

間違いないでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

43 

賃貸借開始日までの納入期限について、以

下回答願います。 

（1）本業務について、現時点では納入期限

までの完了を予定しておりますが、今後、

コロナ情勢やロシア・ウクライナ情勢等の

悪化等の影響により、半導体不足やサプラ

イチェーンの乱れが加速した場合、生産や

納品に遅延が生じる可能性が御座います。

社会・経済情勢の悪化など受注者の責によ

らない不可抗力により生産・納期が遅延し

た場合、遅延損害金や指名停止等のペナル

ティを課さず、契約満了日を開始が遅れた

日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更

せず、賃貸借開始日につきまして別途協議

を頂くことは可能でしょうか（社会・経済

情勢の悪化など受注者の責によらない不可

抗力による遅延に対し、遅延損害金や指名

停止等のペナルティが課される可能性があ

りますと、入札参加が困難です）。 

（2）ペナルティの内容としまして、万一

の、受注者の帰責によらない事由によりま

す納期遅延の場合は、「指名停止の措置」

は回避頂くことの別途協議は頂けますで

しょうか？ 

No.10 のとおりです。 

ただし、契約満了日は仕様書のとおりと

し、賃貸借開始日については協議を行いま

す。 

44 

制限付き一般競争入札実施要領 1 支払条

件、仕様書 15 について、本件、賃貸借料は

毎月・均等金額を 90 回、使用月の翌月末に

お支払い頂けるとの認識で宜しいでしょう

か？ 

お見込みのとおりです。 

ただし、使用月の翌月 10 日（土、日、祝の

場合、その前の開庁日）までに請求書を送

付してください。 

45 

委任状提出のうえ、代理人による開札立会

いを行う場合、以下回答願います。 

①入札書封筒への裏面割印は必要でしょう

か。必要である場合、代理人印ではなく、

貴市届出印で宜しいでしょうか。また、押

印方法についてご教示ください。 

②委任状内の「右上」及び「令和〇年〇月

〇日の下記件名の～」の日付は、開札日の

 

 

 

 

①入札書封筒への裏面割印は、不要です。 

 

②お見込みのとおりです。 

 



記入で宜しいでしょうか。 

③入札書への代理人名記載・代理人印押印

は不要で宜しいでしょうか。

④入札金額の前に、￥表記の要否はご指定

ございますか？

⑤入札金額はアラビア数字の表記で宜しい

でしょうか？

⑥本質問①につき、参加申請書封筒も、本

質問①と同様の対応が必要でしょうか？

③お見込みのとおりです。

④指定はありません。

⑤お見込みのとおりです。

⑥①同様、不要です。

46 

制限付き一般競争入札実施要領 5（5）イに

ついて、①期間：「当該契約を締結する日

の属する年度及び過去 2 年度」とは、2021 

年度（2021 年 4 月 1 日）～2023 年度を指

すとの認識にて宜しいでしょうか。 

②種類：LED 照明設備ではなくとも、賃貸借

契約の実績であれば、屋外 LED 灯の実績で

も宜しいでしょうか？又、LED 照明以外の物

件でも実績として許容されますでしょう

か。

③規模：具体的な金額の指標はございます

か

（本契約総額の 7 割以上など）。

④実績ベース：上記期間内に「契約してい

る」、

「賃貸借期間が開始されている」、「賃貸

借期

間中であり 1 年以上継続している」「満了

して

いる」等、どのような実績でも宜しいで

しょう

か。

⑤免除申請書及び契約書写しの提出は、落

札後

の対応で宜しいでしょうか。

①お見込みのとおりです。

②お見込みのとおりです。

③本契約総額の概ね８割以上なります。

④契約が満了しているものとなります。

⑤お見込みのとおりです。

47 

入札実施要領１の「発注条件」の「その他

の条件」３につきまして、念の為、ご確認

をお願い致します。暴力団排除誓約書と、

役員調書につきまして、貴市の入札参加資

格申請時に提出済であれば、問題ないで

しょうか？今回の入札の為に、改めての提

出は不要との認識で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

48 

入札実施要領の４） 

① 入札書や申請書の郵便の際、二重封筒と

する必要は「ない」との認識で宜しいで

しょうか？

② もし必要となります場合、外封筒へ記載

必要な内容や、封印の要否等、ご指定が

御座いましたら、詳細をご教示願いま

す。

外封筒が必要な場合、様式４の内容は、外

二重封筒は、不要です。 



封筒・内封筒、いずれにも添付が必要で

しょうか・ 

49 

仕様書１０（１４）、１２ 

誘導灯・非常灯につきまして、「賃貸借期

間中」の法定点検業務は、本入札業務の対

象外との認識で宜しいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

50 

仕様書１０（１５） 

リース会社による入札参加を検討しており

ます、更新工事期間中、火災保険又は請負

賠償責任保険等の付保義務がございます

が、物件設置を物件の売主等に再委託させ

て頂きます場合、

仕様書１０（１５）記載の保険は、受注者

自らの付保に代え、再委託先における付保

対応でも

許容を頂けますでしょうか？

No.18 のとおりです。 

51 

仕様書１０（２２） 

リース会社による入札参加を検討しており

ます処、物件設置を物件の売主等に再委託

を行います場合、仕様書１０（２２）記載

の条件の充足は、受注者自らの充足に代

え、再委託先における充足でも許容を頂け

ますでしょうか？又、再委託先等の人員で

の条件充足で宜しいでしょうか？

第三者に履行を行わせる場合、仕様書 10.

（22）の条件を満たしていれば、受注者で

同条件を満たす必要はありません。

52 

(仕様書１０（１５）、１３（４）、１６の

表) 

①仕様書１３（４）にて保険内容に、動産

総合保険の他、損害賠償保険等の記載がご

ざいます。更新工事期間中は仕様書１０

（１５）の保険を付保致しますが、「賃貸

借期間中」に付保が「必須」となります保

険は、動産総合保険のみとの認識で宜しい

でしょうか？

②動産総合保険の付保期間は、契約期間で

はなく、賃貸借期間との認識で宜しいで

しょうか？

①仕様書 12（３）のとおりです。

②お見込みのとおりです。

53 

仕様書１６ リスク分担表 

リスク分担表の内、以下の内容は受注者負

担と記載がございますが、受注者の責めに

記載ない事由による内容も含まれるかと存

じます。

以下のリスク内容につきましては、万一、

リスク具体化の場合、リスク負担の別途協

議をお願い出来ないでしょうか。

「周辺住民等の反対による事業の中止・延

期」、「設置作業の必要な許可等の取得遅

延」、「天災等による設計変更・中止・延

期」。

受注者の責によらず、かつ、発注者が責任

を負うべき合理的な理由がある場合は別途

協議を行います。ただし、落札後に判明し

た場合に限ります。 



54 

契約保証金の納付に代え、履行保証保険によ

る取り進めを検討しております。 

履行保証保険による代用の場合の詳細要件に

つきまして、下記、ご回答をお願い致します。 

①保険金額は、「税込」契約総額の 100 分の 5

以上との認識で宜しいでしょうか。 

②保険期間は、契約日～賃貸借満了日との認

識で宜しいでしょうか。 

③履行保証保険の証券発行について、申込手

続から保険証券差入まで最大 10 営業日程度

要します。つきましては、契約日や契約書提出

日について落札後に協議することは可能でしょ

うか。 

④履行保証保険の最長保険期間が５年となりま

すので、５年以上の保険付保となります場合、保

険期間を分割して付保する事となりますが宜し

いでしょうか（他自治体で同事例発生の際も了

承頂いております）。例：保険期間が５年〇ヶ月

となる場合「５年、〇ヶ月」と分割して付保し、保

険証券の差入は各継続時となります。 

①お見込みのとおりです。 

 

②お見込みのとおりです。 

 

③可能です。 

 

④保険期間を分割して付保する事は可能で

す。ただし、保険金額は、全契約期間を通

して全額分（契約総額の100分の５以上）の

保険付保が必要です。また、保険期間の満

了日から起算して７日前までに新たな保険

に加入することとします。 

※ 行が足りない場合は、適宜追加してください。 
枚方市 総務部 契約課 
ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 
 



収 入

印 紙

賃貸借期間　　自　令和　年　月　日　　
至　令和　年　月　日

支払月額 円（消費税等含む）
支払月数 月
賃貸借物件　　

印

伝票番号

契約金額 円

発 注 者

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

代表者氏名

完了払

前　払　金
中間前払金
部分払回数

令和　年　月　日

賃貸借契約書（案）
件 名

納入場所

○○○○○賃貸借

枚方市指定場所

期間 自 令和　年　月　日
至 令和　年　月　日

__________________________ 円
支払条件

適用せず
適用せず
回

契約保証金

案件番号　　　

上記の件名について、発注者と受注者は、以下の条項により契約を締結する。

本契約の証として本書を作成し、当事者が電子署名し、又は記名押印のうえ各自１通を保有する。

住 所

商号又は名称
受　注　者



（申請用）

（宛　　先 ）

受注者

　上記のとおり承諾します。

発注者

㊞

　年　 　月　 　日

＊承諾を得て履行予定者となった者が、さらに第三者に履行を依頼する場合も同様に申請してください。

＊個人情報の取扱いを伴う業務の第三者履行の場合は、「個人情報の保護に関する特記仕様書」に掲げる必
要事項を記載した書面についても提出してください。

％

第 三 者 履 行 予 定 金 額

　　年　　月　　日 付けで賃貸借契約を締結した下記業務について、業務の一部を下記のとおり第三者

　に履行させたいので、承諾を申請します。

履行予定
業者

第 三 者 履 行 承 諾 申 請 書

　年　　月　　日

所　 在　 地

商号又は名称

円

業 務 名

所 在 地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 職 氏 名

電 話 番 号

第三者が履行する業務の内容
（ 具 体 的 に 記 載 す る こ と ）

第 三 者 が 履 行 す る 予 定 量

第 三 者 が 履 行 す る 理 由

代表者職氏名

記
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